
ケアプランの作成を依頼し、
サービスを利用します

の場合

の場合 自宅で暮らしながらサービスを利用したい

介護予防サービスを利用するまでの手続き

介護保険施設へ入所したいの場合

地域包括支援センターへ連絡しましょう。
（担当は67ページ）
「ケアプランの作成」は地域包括支援センター
が中心になって行います。

地域包括支援センターまたは市の介護保険担
当窓口に介護保険証を添えてご相談ください。

•

•

•

★地域包括支援センターと個人が契約をしますが、ケアマネジャーの
　事業所にプラン作成を依頼する事もできます

★どの施設が適しているかわからない場合はケアマネジャ
　ーや市の介護保険担当窓口に相談しましょう。

★一定期間後に地域包括支援
　センターの担当者等が目標の
　達成状況を確認します。

★一定期間後にケアマネジャー
　等が目標の達成状況を確認
　します。

介護予防ケアプラン作成の依頼

居宅介護支援事業者を16ページリストか
ら選び連絡します。
連絡を受けて、担当のケアマネジャーが決ま
ります。
居宅サービス計画作成依頼届出書を、牧之原
市の介護保険担当窓口に届け出ます。

•

•

•

ケアプラン作成の依頼

入所前に見学したりサービス内容や利用料について
検討した上で希望する施設を選び直接申込みます。

介護保険施設と契約
施設のケアマネジャーが利用者に
適したケアプランを作成します。

ケアプランの作成

ケアマネジャーが本人や家族の要望、
心身の状態などを把握してケアプラン
の原案をまとめます。
原案をもとにケアマネジャーが利用
者・家族、サービス提供事業者と検討
（サービス担当者会議）を重ね、ケアプ
ランを作成します。

１．

２．

ケアプランの作成

地域包括支援センターまたは居宅介
護支援事業所等の担当者が自宅を訪
問して、本人の心身や生活の状況を
調査します。
調査結果をもとに、今後の目標やど
のような支援が必要かなどを決め
て、ケアプランの原案をまとめます。

１．

２．

原案をもとに利用者・家族、
地域包括支援センターの担
当者等で検討（サービス担当
者会議）を行い、利用者また
は家族の同意を得て、ケアプ
ランを作成します。

3．

介護予防ケアプランの作成
ケアプランにもとづいて、
サービスを利用します。

ケアプランにもとづいて、
サービスを利用します。

介護サービスを行うサ
ービス提供事業者と契
約を結びます。

サービス提供
事業者と契約

介護（在宅）
サービスの利用

施設サービスの利用

介護予防
サービスの利用
介護予防

サービスの利用

介護予防・
生活支援サービス
事業の利用

介護予防・
生活支援サービス
事業の利用

利用者に適したサービスの選定やケアプランの作成および施設選びなどを行ってくれる、幅広い介護知識
をもった専門家で、ケアマネジャーは、居宅介護支援事業者に所属しています。
なおケアプランは、自分で作成することもできます。
※居宅介護支援事業者へのケアプランの作成依頼および相談は無料です。（全額を介護保険で負担します。）
※小規模多機能型居宅介護の利用を希望される場合、ケアマネジャーが変わります。
　サービスの種類（P46）をご参照ください。

ケアマネジャー（介護支援専門員）とは…

ケアプランにもとづいて、
サービスを利用します。

ケアプランにもとづいて、
サービスを利用します。

介護（在宅）
サービスの利用

施設サービスの利用

（　 　　　　　　　）利用できるサービス55～58ページ

要支援
1・2

要介護
1～5

の場合 サービスを利用するまでの手続き事業
対象者

地域包括支援センターで本人や家族と話し
合い生活の様子等を確認します。

アセスメント 介護予防ケアマネジメント
（ケアプラン）の作成

サービス提供
事業者と契約

要介護
1～5

（　 　　　）利用できるサービス
32～54ページ

（　 　　　）利用できるサービス
68～71ページ

（　 　　　）利用できるサービス
32～54ページ

介護予防サービスを行
うサービス提供事業者
と契約を結びます。

サービス提供
事業者と契約

サービスの種類や回数を決定し、必
要に応じてケアプランを作成します。
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契約の基本的な内容（有効期間・
支払・解約等）が記載されます。

①具体的なサービス内容
②提供回数と日程
③利用者負担と支払い方法
④サービスをキャンセルするとき
の連絡方法とキャンセル料等の
詳細が記載されます。

①事業者の概要
②事業所の概要
③事業所の職員体制
④営業時間
⑤利用者負担
⑥相談窓口
　等が記載されます。

サービス内容証明書 重要事項説明書サービス契
約書

　利用者は、利用する個々のサービスごとに事業者と利用契約を結ぶことになります。思わぬ不利益やトラブ
ルにならないように、契約書やそれに伴う重要事項説明書は、必ず書面でとりかわし記載事項はよく確認しま
しょう。心配な場合は、市の窓口などに相談することもできます。

●サービスの内容
サービスの種類と内容がきちんと記載されているか。
➡サービスの詳細な内容については契約書とは別の
説明書などに記載されることもあります。

●契約期間
契約の期間（○年○月○日から○年○月○日まで）が
記載されているか。
➡契約期間が満了した後の契約更新の取り扱いがき
ちんと記載されているか。

●サービス内容の説明
サービス内容やサービス提供記録を、利用者に説明
したり提供することが記載されているか。

●利用者負担金
利用者負担金がきちんと記載されているか。
➡法令で認められる負担以外に、協力金、使用料など
のあいまいな費用が課されていないか。事業者の
都合で変更できるような書き方をしていないか。

●利用者負担金の滞納
利用者負担金を滞納した場合でも、一定の猶予期間
を設けるなどの配慮をしているか。
➡直ちにサービスを停止できることや違約金を支払
うことが定められていないか。

●利用者の解約権
利用者からの契約の解除が可能であることが記載さ
れているか。
➡違約金が必要になっていないか。

●サービス利用の取消（キャンセル）
予定されているサービス利用を中止できることが定
められているか。
➡多額のキャンセル料が必要になっていないか。

●損害賠償
利用者の身体・財産に損害を与えたときは、事業者
が損害を賠償することが定められているか。

●秘密保持
文書による同意がなければ、利用者および家族に関
する個人情報を、正当な理由がある場合を除き、第三
者に提供しないことが記載されているか。

●苦情対応
事業者は、苦情に対応する窓口や担当者を明らかに
するなどの対応を定めているか。

契約書や重要事項説明書の確認のポイント

契約書に、不合理な名目費用がないか、確かめましょう。

※介護保険での利用者負担は22ページへ

●サービス契約書● ●サービス内容説明書の内容● ●重要事項説明書の内容●

サービス提供事業者との
契約について
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